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は じ め に 

 

 

障がいのある方々に関係する助成や支援の制度、相談窓口を紹介して自立への一助となれるよう 

「福祉のしおり」を編集いたしました。 

制度の内容は今後も皆様のニーズに沿って改正されるものと思われますので、それぞれの 

相談窓口、問い合わせ先へお確かめいただき、有効に御活用いただければ幸いでございます。 

 

令和６年４月        

伊東市福祉事務所長      
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              相 談 窓 口                                 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊  相談の窓口は、その内容によって分かれています。                 ＊ 

＊  窓口が不明な場合は、福祉事務所に御相談ください。                ＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 １ 福 祉 事 務 所                

心身に障がいのある方のいろいろな相談に応じるとともに、関係機関と連絡や調整をする福祉

制度の総合窓口です。障がい児・者援護施設の入所、在宅福祉について、援護・相談・指導等

を行っています。 

【相談の窓口】◆ 市役所 社会福祉課            身体の障がい ☎３２－１５３３ 

知的・精神の障がい ☎３２－１５３２ 

生活困窮の関係 ☎３２－１５３６ 

◆  〃  高齢者福祉課 ６５歳以上福祉 ☎３２－１５６２ 

介護保険 ☎３２－１５６３ 

      ◆  〃  子育て支援課 ☎３２－１５８１ 

 

 ２ 身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所                                                     

主として１８歳（必要により１５歳）以上の身体障がい者又は知的障がい者に対し、施設の入

所のための判定など専門的な相談に応じています。原則として福祉事務所を経由しての利用とな

ります。出張相談もありますので、福祉事務所に御連絡ください。 

 【相談の窓口】◆ 静岡県身体障害者更生相談所（☎０５４－６４６－３５７１） 

       藤枝市瀬戸新屋３６２－１ 

 ◆ 静岡県知的障害者更生相談所（東部健康福祉センター相談部） 

（☎０５５－９２０－２０８１） 

       沼津市高島本町１－３ 静岡県東部総合庁舎 

 ◆ 市役所 社会福祉課 障がい福祉係（☎３２－１５３２・１５３３） 
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 ３ 児 童 相 談 所                

１８歳未満の児童のあらゆる問題について、相談・指導を行っています。児童の心身の発達と

障がいについても心理的判定により専門的な助言・指導を行っています。 

【相談の窓口】◆ 静岡県東部健康福祉センター相談部（☎０５５－９２０－２０８３） 

  沼津市高島本町１－３ 静岡県東部総合庁舎 

 
◆ 市役所 子育て支援課（☎３２－１５８１） 

 

  ４  熱 海 健 康 福 祉 セ ン タ ー                       

  保健・医療・福祉の総合相談、情報提供窓口です。 

心身の障がい発生の予防や早期発見、早期対応のために健康診査・相談、保健指導等を行うと

ともに、各種の医療助成の窓口となっています。 

【相談の窓口】◆ 熱海健康福祉センター   熱海市水口町１３－１５  

         小児慢性特定疾患医療・精神障がい（☎８２－９１２０） 

         難病患者 （☎８２－９１２５）           

市役所 健康推進課（☎３２－１５８２・１５８３)でも、心身障がいの早期対応のために健

康診査や保健指導を行っています。 

 

 ５ 民生委員・児童委員                       

厚生労働大臣から委嘱された委員が、担当地域内の児童・心身障がい者（児）・高齢者・生活

困窮等のいろいろな問題について相談に応じています。 

地域の委員については、社会福祉協議会（☎３６－５５１２）にお問い合わせください。 

 

 ６ 身体障害者・知的障害者相談員                                  

市長から委託された相談員が、身体障がい者や知的障がい者の更生援護について、関係機関と連 

絡をとりながら相談に応じています。 

・身体障害者相談員 ６人  ・知的障害者相談員 １人 

相談員については、市役所 社会福祉課 障がい福祉係（☎３２－１５３２・１５３３）にお問 

い合わせください。 
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 ７ 社 会 福 祉 協 議 会                   

市民の協力により地域福祉活動、在宅福祉サービス（ホームヘルパーの派遣、福祉機器の貸 

出、福祉資金の貸付など）やボランティアの育成、共同募金、お年寄りの相談などの業務を行っ 

ています。 

【相談の窓口】◆ ☎３６－５５１２  伊東市桜木町二丁目２番３号 

 

 ８ 地域包括支援センター 

地域包括支援センター（長寿いきいきサポート）は、地域で暮らす高齢者の皆さんを、介護、

福祉、保健、医療などさまざまな面から総合的に支えるための相談窓口です。 

◆ 宇佐美地域包括支援センター（☎０５５７－４８－０６４０） 

伊東市宇佐美２４０５番地の２ 介護老人保健施設のぞみ内 

（担当地区：宇佐美） 

    ◆ 中央地域包括支援センター（☎０５５７－５２－３００３） 

      伊東市大原二丁目１番１号 伊東市役所高齢者福祉課内 

      （担当地区：玖須美・新井） 

◆ 伊東地域包括支援センター（☎０５５７－３８－４１６５） 

伊東市桜木町二丁目２番３号 伊東市健康福祉センター 伊東市社会福祉協議会内 

（担当地区：湯川・松原・岡・鎌田） 

◆ 小室地域包括支援センター（☎０５５７－３８－８８０１） 

伊東市荻７７２番地の１ 特別養護老人ホ－ム奥野苑内 

（担当地区：川奈・吉田・荻・十足） 

◆ 対島地域包括支援センター（☎０５５７－５５－２８７２）    

伊東市八幡野１０２８番地の４ 特別養護老人ホーム伊豆高原十字の園内 

（担当地区：富戸・八幡野・池・赤沢） 

 

【相談窓口】◆ 市役所 高齢者福祉課（☎３２－１５６１～１５６４） 
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手 帳                           

 

     ・・・・心身に障がいのある方々が各種の援護を受けるために必要です。・・・・  

  

 １ 身 体 障 害 者 手 帳                       

身体に障がいのある方の自立と社会経済活動の参加を促進するために必要な援助や保護するこ 

とを目的に身体障害者福祉法が定められています。この法律による援護のほか、各種制度を利用 

するために必要な手帳です。 

障害の程度によって１級～６級に区分されます。詳しくは、身体障害者障害等級表（巻末）を

参照してください。 

 ＊交付対象   視覚、聴覚、平衡機能、音声言語、そしゃく機能、肢体（上肢・下肢・体幹 

・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害）、心臓、じん臓、

呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫及び肝臓の機能に永続する障がいが

ある方 

＊手  続   身体障害者手帳交付申請書に次の書類を添えて申請してください。 

・指定医師による診断書意見書 

        ・写真（胸上 縦４㎝、横３㎝）２枚 

また、次の場合にも手続が必要です。  

  ① 障害程度が変わったときや別の障害が加わったとき（診断書・写真が必要） 

② 住所や氏名が変わったとき（身体障害者手帳が必要） 

③ 手帳を紛失又は破損したとき（写真が必要） 

④ 手帳の交付を受けた方が死亡したとき、又は紛失した手帳が発見されたときは返還してく 

ださい。 

【相談の窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３３・１５３２） 

         ◆ 静岡県健康福祉部障害福祉課（☎０５４－２２１－３３５４） 
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 ２ 療 育 手 帳                

知的障がい者の更生や自立を促進するために必要な援助や保護することを目的として、知的障 

害者福祉法が定められています。この法律による援護のほか、各種制度を利用するために必要な 

手帳です。 

障害の程度によってＡとＢに分けられています。 

＊交付対象   児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された方 

＊判定基準   知能指数、日常生活能力、社会適応能力等により総合的に判定します。 

Ａ＝知能指数３５以下、又は知能指数５０以下＋身体障害者手帳１～３級 

Ｂ＝おおむね知能指数７０以下でＡを除く 

＊手  続   療育手帳交付申請書に写真（胸上 縦４㎝、横３㎝）２枚を添えて申請して

ください。 

【相談の窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

◆ 知的障害者更生相談所、児童相談所（☎０５５－９２０－２０８６） 

 

 

 ３ 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳   

  精神障がい者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的に精神保健及び精神障 

害者福祉に関する法律が定められています。治療により病状が改善・変化するため、有効期間は 

２年間です。病状が改善せず継続して所持を希望する時は、更新申請が必要です。 

  障害の程度によって重いものから順に１級・２級・３級となります。 

  ＊手  続   申請書に次の書類を添えて申請してください。 

・医師の診断書（手帳用）又は精神障害を支給事由とする年金証書の写し 

・写真（胸上 縦４㎝、横３㎝）１枚 

・はんこ（認印でも結構です。） 

  有効期間は２年間です。更新手続が必要です。 

  【相談の窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

         ◆ 静岡県精神保健福祉センター（☎０５４－２８６－９２８３） 
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障害者総合支援法に基づくサービス 

 

１ 介 護 給 付 

障がいに起因する、日常生活上継続的に必要な支援を行います。 

⑴ 居宅介護（ホームヘルプ） 

    自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

⑵ 重度訪問介護 

     重度の障がいにより常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、 

外出時における移動支援等を総合的に行います。 

⑶ 行動援護 

    自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援 

を行います。 

⑷ 同行援護 

    視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に同行し、移動に必要な情報を提供する 

とともに、移動の援護等を行います。 

※ 市内で同行援護を実施している事業所 

   ◆ 伊東市社会福祉協議会 伊東市大原１－７－１２（☎３６－１１６６） 

   ◆ 伊豆介護センター 伊東市音無町５－６（☎３６－９０６９） 

   ◆ 伊東の丘ヘルパーステーション 伊東市岡１３４９－３（☎３６－１５４６） 

   ◆ ニチイケアセンター伊東 伊東市荻４７１－１６（☎３２－２００７） 

⑸ 重度障害者等包括支援 

    介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 

⑹ 短期入所（ショートステイ） 

    自宅で介護する方が病気の場合などに短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の 

介護等を行います。 

※ 市内で短期入所を実施している事業所 

◆ 碧の園 伊東市荻５７８－３（☎４５－６０００） 

   ◆ 伊東の丘いずみ 伊東市岡１３４９－３（☎３６－６３７５） 

   ◆ 生活介護事業所こもれび 伊東市富戸１２２３－１（☎５２－３２１０） 

◆ 短期入所事業所 ぴーす 伊東市岡１２８０－８３（☎３５－５０３０） 
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⑺ 療養介護 

    医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び 

日常生活の世話を行います。 

⑻ 生活介護 

    常時介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的 

活動又は生産活動の機会を提供します。 

※市内で生活介護を実施している事業所 

   ◆ 伊東市重度障害者デイサービスセンターひだまり 

伊東市荻５７８－３（☎４５－６００６） 

     ◆ Side by Side  

伊東市荻６０１－１（☎５５－７５２６）  

     ◆ オレンジ  

伊東市松原６２２－１２ 

（伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき内（☎３８－０５０１） 

   ◆ 伊東の丘いずみ 

     伊東市岡１３４９－３（☎３６－６３７５） 

   ◆ 碧の園 

     伊東市荻５７８－３（☎４５－６０００） 

   ◆ 生活介護事業所こもれび 

     伊東市富戸１２２３－１（☎５２－３２１０） 

⑼ 施設入所支援 

    施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

※市内で施設入所支援を実施している事業所 

   ◆ 伊東の丘いずみ 

     伊東市岡１３４９－３（☎３６－６３７５） 

   ◆ 碧の園 

     伊東市荻５７８－３（☎４５－６０００） 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 
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２ 訓 練 等 給 付 

地域で生活を行うために、一定期間提供される訓練的な支援や就労に関する支援を行います。 

    ⑴ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

      自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上の 

ために必要な訓練を行います。 

    ⑵ 就労移行支援 

      一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のため 

に必要な訓練を行います。 

※市内で就労移行支援を実施している事業所 

     ◆ ワークセンターやまもも  

伊東市八幡野１２５９－２１（☎５５－００５５） 

    ⑶ 就労継続支援（Ａ型＝雇用型、Ｂ型＝非雇用型） 

      一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上の 

ために必要な訓練を行います。 

※市内で就労継続支援Ａ型を実施している事業所 

     ◆ アイグループ 

       伊東市岡広町１－１４（☎３８－３２００） 

     ◆ 合同会社サンクフルネス 

       伊東市湯川３－１－２（☎５２－４６１１） 

※市内で就労継続支援Ｂ型を実施している事業所 

     ◆ 喫茶かめりあ 

       伊東市大原２－１－１（伊東市役所内）（☎３８－４８６８） 

     ◆ ワークセンターやまもも  

伊東市八幡野１２５９－２１（☎５５－００５５） 

     ◆ プラウ 

       伊東市岡１２４４－１４（☎３７－１１７０） 

◆ スゥ 

 伊東市湯川１－１１－８（☎３７－１８８６） 

◆ かぷりす 

 伊東市宝町２－５（☎３７－５１６３） 

◆ ハレルヤ 

 伊東市十足６０８－８９（☎４５－６７９０）      
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     ◆ アイグループ 

       伊東市岡広町１－１４（☎３８－３２００） 

     ◆ 就労支援 和 

       伊東市玖須美元和田７２２－３３２（☎４４－６６１３) 

 

    ⑷ 共同生活援助（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助、入浴・排せつ・食事の 

介護等を行います。 

※市内で共同生活援助を実施している事業所 

     ◆ さくら荘 

      伊東市玖須美元和田７２７－２１４（お問い合わせ 碧の園 ☎４５－６０００） 

     ◆ めいぷる 

      伊東市南町１－１－８（お問い合わせ クープ ☎３５－５０３０） 

     ◆ かえで 

      伊東市荻５５８－１８（お問い合わせ 碧の園 ☎４５－６０００） 

     ◆ ぴーす 

      伊東市岡１２８０－８３（お問い合わせ クープ ☎３５－５０３０） 

     ◆ いちょうの木 

      伊東市岡１２４４－１４（お問い合わせ クープ ☎３５－５０３０） 

   ◆ ふじの花 

    伊東市荻５５６－５０（お問い合わせ 碧の園 ☎４５－６０００） 

     ◆ せざか荘 

      伊東市玖須美元和田７３４－１８４（お問い合わせ 碧の園 ☎４５－６０００） 

◆ Cocoa 

 伊東市宇佐美４０３－６（お問い合わせ☎３６－０７１１) 

    【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 
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３ 自 立 支 援 医 療 

    障害に係る医療費の負担軽減を図ります。（利用には事前申請が必要です。） 

⑴  更生医療 

身体障害者手帳の交付を受けた１８歳以上の方で、身体の機能障害を軽減又は改善し、 

日常生活を容易にするために必要な医療費の負担を軽減します。 

    ⑵ 育成医療 

心身に障がいがある児童又は今のまま疾病を放置すれば将来、障がいになると認められる児童 

に対し、生活能力の向上のために障害を除去又は軽減する医療費の負担を軽減します。 

    ⑶ 精神通院医療 

精神の病気のため、通院で医療を受けている方に対して、医療の継続を促進するため、医 

療費の負担を軽減します。 

    【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

 

４ 補 装 具 

    身体機能を補完し、又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用される義肢、装具、車いす 

等に係る費用を支給します。（一部自己負担があります。品目によって支給要件（障害の種類・等級

など）があります。また、事前申請が必要なため、購入前にご相談ください。）※介護保険制度が優

先されます。 

 

障 害 名 代 表 的 な 更 生 医 療 の 内 容 例 

視覚障害 白内障人工レンズ埋込術、角膜移植術、義眼包理術 

聴覚障害 人工内耳埋込術、鼓室形成術 

音声・言語機能障害 口唇形成術、口蓋形成術 

そしゃく機能障害 歯科矯正治療 

肢体不自由 人工関節置換術、骨盤骨切術 

心臓機能障害 大動脈冠動脈ﾊﾞｲﾊﾟｽ術、ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ埋込術、心移植術、術後免疫抑制療法 

腎臓機能障害 人工透析術、腎移植術、術後免疫抑制療法 

小腸機能障害 中心静脈栄養法 

肝臓機能障害 肝移植術、術後免疫抑制療法 

免疫機能障害 抗ＨＩＶ療法、免疫調節療法 
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補装具の種類 備          考 

義肢 殻構造義肢、骨格構造義肢（義手・義足） 

装具 上肢装具、靴型装具、体幹装具、下肢装具 

座位保持装置  

視覚障害者安全つえ 普通用、携帯用 

義眼 普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼 

眼鏡 矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡 

補聴器 ポケット型、耳かけ型、その他 

車いす 普通型、手押し型、その他 

電動車いす 重度の歩行困難者等で、電動車いすの交付が必要と認められた方が対象 

歩行器  

※軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児（１８歳未満）の補聴器購入等にかか

る費用の一部を支給します。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３３） 

 

５ 地 域 生 活 支 援 事 業 

    地域に住む方の福祉の増進を図り、障害の有無にかかわらず安心して生活することのできる地 

域社会の実現に寄与することを目的とします。 

⑴ 相談支援事業 

障がいのある人、その保護者及び介護者等からの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護 

のために必要な援助を行います。 

     ◆ 障害者生活支援センターなかいずリハ 

        伊豆市冷川１５２３－１０８（☎０５５８－８３－２１９５） 

     ◆ 相談支援センターいぶき 

        伊東市富戸１２２３－１（☎５２－３２１３） 

     ◆ サポートセンターりりぶ 

        熱海市田原本町９－１ 熱海第一ビル２階（☎８２－５６８０・FAX８２－５６８１） 

 ⑵ コミュニケーション事業 

     ① 手話通訳者派遣事業 
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聴覚障がい者又は音声・言語機能障がい者及び聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る

必要のある者が手話通訳を必要とする場合に手話通訳者を派遣します。 

     ② 要約筆記者派遣事業 

聴覚等に障がいのある方との意思疎通を図るため、書いて文字で伝える要約筆記者を派遣 

します。 

     ③ 手話相談員設置事業 

聴覚障がい者等のコミュニケーションの円滑化を推進するために伊東市役所社会福祉課 

窓口にて月曜日から金曜日まで手話相談員を設置します。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

      ◆ 静岡県聴覚障害者情報センター（☎０５４－２２１－１２５７） 

                      （FAX０５４－２２１－１２５８） 

     ④ 伊東市重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業 

障がいのために意思疎通が困難な人が入院した場合に、日ごろからその人との意思疎通に慣

れている人（ヘルパー、訪問看護師等）をコミュニケーション支援員として病院に派遣し、医

療従事者との意思疎通の仲介を行うことにより、安心して医療を受けられるように支援します。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３３・１５３２） 

 

⑶ 日常生活用具給付等事業 

在宅の重度障がい者や障がい児に対し、日常生活を容易にするための用具に係る費用を支給し

ます。（一部自己負担があります。品目によって支給要件（障がいの種類・等級など）がありま

す。また、事前申請が必要なため、購入前にご相談ください。）※介護保険制度が優先されます。 

 

日 常 生 活 用 具 品 目 

特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、聴覚障害者用屋内信号装

置、ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸引器、視覚障害者用ポータブルレコーダ

ー、視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、福

祉電話、ファックス、ストーマ装具（入院中の者、施設入所者も対象）、収尿器、居宅

生活動作補助用具、発動発電機、人工呼吸器用外部バッテリー等 

    ⑷ 移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がい者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等 

のための支援を行います。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３３・１５３２） 
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    ⑸ 地域活動支援センター 

      障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等を図ります。 

      ◆ 伊東市児童・身体障害者福祉センターはばたき 

        伊東市松原６２２－１２（☎３６－３１３１） 

      ◆ 地域活動支援センター・サポートセンターりりぶ 

        熱海市田原本町９－１ 熱海第一ビル２階（☎８２－５６８０・FAX８２－５６８１） 

    ⑹ 入浴サービス事業 

家庭において入浴することが困難で、かつ、入浴の際介助を必要とする重度障がい者等の 

居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴サービスを行ったり、福祉施設の入浴設備を利用して 

の入浴サービスを行います。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（３２－１５３３・１５３２） 

    ⑺ 日中一時支援事業 

障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を 

日常的に介護している家族の一時的な休息を図ります。 

※市内で日中一時支援事業を実施している事業所 

◆ 碧の園 伊東市荻５７８－３（☎４５－６０００） 

◆ スゥ 伊東市湯川１－１１－８（☎３７－１８８６） 

◆ えん 伊東市松原７７１－１２（☎３２－０１１７） 

◆ 陽のあたる家 伊東市玖須美元和田７２２－３３２（☎４４－６６１１） 

◆ 伊豆小室山ひまわり 伊東市川奈１２６１－３７（☎５２－６８２４） 

◆ Side by Side 伊東市荻６０１－１（☎５５－７５２６） 

◆ 伊東市重度障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひだまり 伊東市荻５７８－３（☎４５－６００６） 

◆ さくら園 伊東市玖須美元和田７１６－５０９（☎３６－２８７５） 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

    ⑻ 社会参加促進事業 

     ① 伊東市障がい者スポーツ大会（開催予定月 毎年１０月） 

障がい者や市民等とのコミュニケーションや福祉意識の向上を図るため、レクリエーション 

種目を中心とした運動会を開催しています。開催日等は、市広報紙等でお知らせしています。 

     ② 点字、声の広報 

       御希望される方に点字、声の広報等を郵送します。 

    ③ 手話奉仕員養成講座 
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聴覚障がい、聴覚障がい者の生活及び関連する福祉制度等についての理解と認識を深めると

ともに、手話で日常会話を行うに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得します。 

     ④ 点訳奉仕員養成講座 

視覚障がい者の福祉に理解と熱意をお持ちの方々に点字を勉強していただき、点字奉仕者 

を養成するものです。 

       また、点字サークルがあり、視覚障がい者のために点訳活動を行っています。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 
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児童福祉法に基づくサービス 

 

１ 児 童 通 所 支 援 

障がい児の日常生活能力向上、居場所づくりの支援を行います。 

⑴ 児童発達支援 

療育を要する未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への

適応訓練等を行います。 

※市内で児童発達支援を実施している事業所 

   ◆ さくら園 

     伊東市玖須美元和田７１６－５０９（☎３６－２８７５） 

   ◆ 伊豆小室山ひまわり 

     伊東市川奈１２６１－３７（☎７８－０３８５） 

   ◆ 児童発達支援センタークローバー 

     伊東市荻５７８－３（☎４５－６０１３） 

⑵ 放課後等デイサービス 

学校に就学する障がい児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇における居場所づくり

を行い、学校教育と相まって障がい児の自立を促進します。 

※市内で放課後等デイサービスを実施している事業所 

   ◆ 放課後等デイサービスみつばち 

     伊東市荻５７８－３（☎４５－６０１３） 

   ◆ 伊豆小室山ひまわり第１教室 

     伊東市川奈１２６１－３７（☎５２－６８２４） 

   ◆ 伊豆小室山ひまわり第２教室 

     伊東市川奈１２６１－３７（☎５２－６８２４） 

   ◆ 宇佐美あけぼの園 

     伊東市宇佐美１１１６－１７（☎５５－７７６０） 

   ◆ 放課後等デイサービス 伊豆高原ＢＡＳＥ  

     伊東市富戸９２５－３８（☎５４－６７６７） 

   ◆ 伊東もえぎ 

     伊東市川奈１２６１－１７４（☎４８－７５４０） 

   ◆ 放課後等デイサービスぽかぽか伊東  

     伊東市渚町３－２０ ＦＴＫ 田代ビル１階（☎２９－６３９０） 
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２ 児 童 入 所 支 援 

障がいのある児童へ入所によりサービスを提供する施設で、福祉サービスを行う「福祉型」と、

福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。利用の可否については、児童相談所が

調査して判断します。 

⑴  福祉型障害児入所施設 

      障がいのある児童を入所させ、保護、日常生活の指導や自活に向けた訓練などを行います。 

    ⑵ 医療型障害児入所施設 

      肢体不自由児、重症心身障がい児など医療を必要とする児童を入所させ、疾病の治療や看護 

などを行います。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

      ◆ 東部児童相談所（☎０５５－９２０－２０８６） 
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療 育 相 談 ・ 医 療                                      

 

１  療 育 相 談 

在宅の重度心身障がい児の日常生活訓練や機能訓練の指導、療育の相談に応じるため、医師、

心理判定員等がチームを組み、家庭訪問をします。 

【相談の窓口】◆ 東部児童相談所（☎０５５－９２０－２０８６）   

        

２  療 育 指 導 

身体の機能に障がいのある児童若しくは機能障がいを来すおそれのある児童を早期に発見して

適切な治療上の指導を行い、その障害の治療若しくは軽減を図るために診査又は相談に応じて必

要な療育の指導をしています。 

【相談の窓口】◆ 熱海健康福祉センター（☎８２－９１２０）  

３ 重 度 障 害 者（児）医 療 費 助 成   

⑴ 重度医療受給資格者 

・身体障害者手帳１、２級の方 

・身体障害者手帳３級で内部障がいの方（内部障がいに係る医療費のみ対象） 

・療育手帳Ａ判定の方 

・特別児童扶養手当１級の児童 

・精神障害者保健福祉手帳１級の方 

※ 平成１６年１２月１日以降に資格を取得された、６５歳以上の市町村民税課税世帯に属する

方は通院に係る医療費のみ対象 

⑵ 助成対象医療費 

・保険診療に係る医療費のみ対象となります。 

・自己負担額は、１か月１医療機関あたり５００円（上限）、薬局は最終的な自己負担額なし 

   ※ 医療機関及び薬局で一度ご負担いただき、自己負担額を差し引いた金額を助成します。 

  ※ 入院時の食事療養費、室料差額、ベッド代及び文書料は対象外となります。 

  ※ 保険から高額療養費、附加給付金の支給がある場合は、その支給額分も差し引きます。 

  ※ 保険から高額介護合算療養費、外来年間合算療養費が支給された場合、助成金の一部を返納 

していただきます。 
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⑶ 助成の方法 

・静岡県内の医療機関で受診又は薬局で薬を処方された際に「重度障害者(児)医療費助成金受

給者証」(黄色)を必ず提示してください。 

・静岡県内の医療機関（一部除く）は、受給者証を提示すれば市役所への申請は必要ありませ

ん。 

・静岡県外の医療機関で受診、薬局で薬を処方された際には市役所への申請が必要になります。 

・保険診療に係るマッサージや、医療用補装具の給付を受けた際には、市役所への申請が必要

になります。 

・市役所への申請には、支払済の領収書（保険診療の内訳が書かれているもの）と印鑑が必要

です。 

 【相談の窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３３） 

 

  ４ 後期高齢者医療保険への加入  

７５歳以上の方は全員が後期高齢者医療保険に加入することとなります。 

また、６５歳以上７５歳未満の方で下表に掲げる障がいのある方は、申請をし、認定を受ける

ことで後期高齢者医療保険に加入することができます（加入を選択することができます。）。 

ただし、後期高齢者医療保険に加入した場合、保険料や医療機関にかかる際の自己負担の割合

が、現在加入の健康保険とは異なる場合があります。現在加入の健康保険と後期高齢者医療保険

の保険料等の違いを確認した上で選択してください。 

（障害年金証書や手帳等下表の障害があることを証明するものと保険証をご用意ください。） 

手帳等の種類 障害の程度 記載ページ 

国民年金法等による障害年金 １・２級 ２６ページ 

 

身体障害者手帳 

１・２・３級 

音声・言語機能障害による４級 

下肢機能障害による４級の一部 

 

４ページ 

精神障害者保健福祉手帳 １・２級 ５ページ 

療育手帳 Ａ ５ページ 

 
※ 後期高齢者医療保険に加入後、手帳の等級等が変更となり、後期高齢者医療保険に加入でき 

る障害の程度ではなくなった場合（心臓機能障害により身体障害者手帳１級の手帳を持って
いたが、再認定により４級に変更になった場合等）は後期高齢者医療保険から脱退すること
になりますので、伊東市役所保険年金課で脱退の手続きをしてください。 

 
 
【相談の窓口】◆ 市役所 保険年金課（☎３２－１６２４） 
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５ ひとり親家庭等医療費助成制度の適用 

２０歳未満の児童を養育する母子家庭及び父子家庭等（配偶者が精神又は身体の障がいにより

長期に渡って労働能力を失っている者を含む。）には、ひとり親家庭等医療費助成制度が適用さ

れ、保険診療分に限り親子等の医療費が助成されます。（他の助成制度が適用される場合は、そ

ちらが優先となります。） 

※ 審査要件 本人及び同居の扶養義務者全員の所得税が非課税であること。 

  ※ 利用方法 ひとり親家庭等医療費助成制度受給者証（オレンジ色）の交付を受け、保険証と

ともにその受給者証を医療機関に提示してください。後日、保険診療額を口座へ

振り込みます。 

 
【相談の窓口】◆ 市役所 子育て支援課（☎３２－１５８１） 

 

 ６ 精神障害者入院医療費の助成 

精神の病気のため病院に入院している方に対して、その経済的負担を軽減し、療養を促進する 

ために入院医療費を助成します。 

 ＊助成額（月額）  １２，０００円（限度額） 

 ＊利用できる方   次のいずれにも該当する方 

  ・精神科の病院に３か月を超えて入院していること 

  ・伊東市に住民登録があり、引き続き１年以上居住していること 

 ＊助成期間     入院した月から退院した月まで 

 ＊利用の方法    申請書に一部負担金等の証明を受け提出してください。 

   医療費は、申請した翌月以降に登録した口座に振り込まれます。 

    ※他の医療費助成制度を利用している場合は、そちらが優先となります。 

 【相談の窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

 

 

※ 自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院）については１０ページをご覧ください。 
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教 育                                 

 

 １ 就 学 指 導      

障がい児に対する義務教育は、小・中学校、特別支援教育諸学校でいろいろな指導形態で行わ

れていますが、就学指導は、心身に障がいのある児童・生徒が適切な教育を受けられるように相

談・指導をしています。 

 

 ２ 特 別 支 援 学 級   

小・中学校の特別支援学級では個別又は少人数での指導を行い、地域社会に適応し社会的自立

を促すための教育を行っています。 

 

 ３ 特 別 支 援 教 育 諸 学 校 

心身に障がいがある児童・生徒を教育する学校で、それぞれの障害に応じて組織的指導を行っ 

ています。 

⑴  視覚特別支援学校 

幼稚部から高等部まであり、普通教育とともに障害を克服するため感覚訓練や歩行訓練、点

字指導等を行っています。 

 高等部では社会的自立を目指して、はり・きゅう・マッサ－ジ等の職業科目を設けていま

す。 

＊利用できる方   両眼の視力が０．３未満、又は拡大鏡の使用によっても通常の文字・図 

形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な方 

＊最寄りの視覚特別支援学校 

  ◆ 静岡県立沼津視覚特別支援学校（☎０５５－９２１－２０９９）沼津市米山町６－２０ 

⑵ 聴覚特別支援学校 

幼稚部から高等部まであり、普通教育とともに障害を克服するため聴覚訓練や、発声・発 

語指導及び読話指導等を行っています。 

高等部では社会的自立を目指して、理容などの職業教育を行っています。 

＊利用できる方   両耳の聴力レベルが６０デシベル以上で、補聴器を使用しても通常の話 

声を聞き取ることが不可能又は著しく困難な方 
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＊最寄りの聴覚特別支援学校 

   ◆ 静岡県立沼津聴覚特別支援学校（☎０５５－９２１－３３８９）沼津市泉町４番１号 

⑶ 知的障害特別支援学校 

小学部から高等部まであり、普通教育とともに体力づくり、感覚機能・運動機能の向上、生 

活習慣の確立、情緒の安定、社会的な自立、向上等を図る教育を行っています。 

高等部では社会的な自立を目指して作業学習に重点をおいて指導し、職場実習なども行って 

います。  

＊利用できる方   中・重度の知的障がいがある方又は軽度で社会適応が困難な方 

＊最寄りの特別支援学校  

◆ 静岡県立東部特別支援学校伊東分校（☎３２－３１５０） 

小学部・中学部  伊東市岡１２７０－１ 

◆ 静岡県立東部特別支援学校伊豆高原分校（☎４４－００７７） 

高等部  伊東市吉田７４８－１ 

  ◆ 静岡県立沼津特別支援学校（☎０５５－９６６－０９８０）沼津市大塚８２３－１  

⑷  肢体不自由特別支援学校 

  小学部から高等部まであり、普通教育とともに日常生活・作業等基本動作の学習、知的能力 

の遅れや言語障がい・感覚障がい等を克服・改善する指導を行っています。 

＊利用できる方  ・起居動作、筆記、歩行等が不可能又は困難な方 

         ・常時の医学的観察が必要な方 

＊最寄りの特別支援学校 

  ◆ 静岡県立東部特別支援学校（☎０５５－９４９－２３０９）伊豆の国市寺家２３５  

◆ 静岡県立東部特別支援学校伊東分校（☎３２－３１５０） 

知的重複  伊東市岡１２７０－１ 

⑸ 訪 問 教 育 

 心身の障がいのため通学して学習することが困難な児童・生徒のために教員が家庭を訪問し

て必要な学習を行っています。 

 

 ４ 特別支援教育就学奨励費の支給 

特別支援教育諸学校等に就学する児童・生徒のいる家庭の保護者に就学奨励費を支給して経済

的な負担を軽減して就学を奨励する制度です。 

【相談の窓口】◆ 伊東市 教育委員会（☎３２－１９１１・１９１２） 
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職   業                                  

 

 １ 職 業 相 談              

⑴ 公共職業安定所（ハローワーク） 

障がい者の就労について専門の担当者が就職からアフターケアまで一貫した相談・指導を行

っています。 

【最寄りの安定所】◆ 三島公共職業安定所伊東出張所（☎ ３７－２６０５） 

伊東市大原１－５－１５ 

 

⑵ 障害者就業・生活支援センター 

障がいのある方からの相談に応じ、地域の関係機関と連携しながら、就業や日常生活上の問

題点について必要な指導及び助言その他の援助を行います。必要に応じて、事業所等で職業準

備訓練及び職場実習を行うことをあっせんします。 

【最寄りのセンター】◆ 障害者就業・生活支援センターおおむろ（☎ ５３－５５０１） 

伊東市八幡野１２５９－２１ 

 

 ２ 職 業 訓 練              

○ 静岡県立あしたか職業訓練校（☎０５５－９２４－４３８０） 沼津市宮本５－２ 

心身に障がいのある方にその能力に応じて就職に必要な基礎的技能や知識を修得してもらうた

めの職業訓練を行います。 

訓練期間は、原則として１年で訓練手当が支給されます。また、県外の訓練校の利用も可能 

ですので相談してください。 

【相談の窓口】◆ 三島公共職業安定所伊東出張所（☎３７－２６０５） 

 

 ３ 職 場 適 応 訓 練 制 度                       

心身に障がいのある方等を事業所に委託して訓練を行い、作業環境に適応させ、訓練終了後

は訓練委託事業所に雇用されることを期待して実施する制度です。 

訓練期間は、６か月以内（重度障害の場合１年以内）で訓練生には訓練手当が支給されます。 

【相談の窓口】◆ 三島公共職業安定所伊東出張所（☎３７－２６０５）  
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郵 便 投 票 制 度 

 

 身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害の程度が下記のいずれかに該当する方又は介

護保険被保険者証の交付を受けた方で要介護５に該当する方は、在宅のまま郵便等を介して投

票ができる郵便等投票証明書の発行を受けられます。 

 ＊対象となる障害の程度は、次のとおりです。 

  両下肢・体幹、移動機能の障害・・・・・・・・・・１級又は２級 

  心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・・・１級又は３級 

  免疫の障害、肝臓・・・・・・・・・・・・・・・・１級から３級 

＊上記の郵便等投票該当者のうち、身体障害者手帳の記載内容が上肢又は視覚障害が１級

の方に限り、代理記載による投票ができます。 

【相談窓口】◆ 市役所 選挙管理委員会事務局（☎３２－１２３３） 
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自  動  車 

１ 特別駐車許可 

「駐車禁止除外指定票章」の交付を受けて、駐車禁止区域（法定禁止場所を除く）でも、他の

交通の妨げにならない範囲で駐車することができます。申請手続きに必要なもの等をあらかじめ

電話で御確認ください。対象者は以下の通りです。 

① 患者輸送車又は車いす移動者として登録を受け、現に歩行困難な者の輸送のため使用中の車両 

② 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者で色素性乾皮症のもの 

③ 療育手帳の交付を受けている者のうち、重度（Ａ）の障がいを有するもの 

④ 精神保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、１級の障がいを有するもの 

⑤ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、下表の障がいの程度を有するもの 

障 害 の 区 分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 

視覚障害 １級から３級までの各級及び４級の１ 特別項症から第四項症までの各項症 

聴覚障害 ２級及び３級 特別項症から第四項症までの各項症 

平衡機能障害 ３級 特別項症から第四項症までの各項症 

上肢不自由 １級、２級の１及び２級の２ 特別項症から第三項症までの各項症 

下肢不自由 １級から４級までの各級 特別項症から第三項症までの各項症 

体幹不自由 １級から３級までの各級 特別項症から第四項症までの各項症 

乳幼児期以前の非進

行性の脳病変による

運動機能障害 

上肢機能 

１級及び２級（一上肢のみに運動機能 

障害がある場合を除く。） 

― 

移動機能 

１級から３級までの各級（一下肢のみ

に運動機能障害がある場合を除く。） 

― 

心臓機能障害 １級及び３級 特別項症から第三項症までの各項症 

じん臓機能障害 １級及び３級 特別項症から第三項症までの各項症 

呼吸器機能障害 １級及び３級 特別項症から第三項症までの各項症 

ぼうこう又は直腸機能障害 １級及び３級 特別項症から第三項症までの各項症 

小腸機能障害 １級及び３級 特別項症から第三項症までの各項症 

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫

機能障害 

１級から３級までの各級 ― 

肝臓機能障害 １級から３級までの各級 特別項症から第三項症までの各項症 
   

【相談窓口】◆ 伊東警察署交通課 （☎３８－０１１０） 
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 ２ ゆずりあい駐車場制度 

    車いす利用者等、歩行が困難な方に一定の基準に基づいて利用証を交付し、車いすマークの駐車

場の適正利用を図る制度です。対象者は下表に該当し、かつ現に歩行が困難な状態にある方です。 

区 分 等 級 必要な書類等 

身体障がい者 視 覚 障 害 １級～４級の１ 身体障害者手帳 

 

 

 

 

 

※心臓、じん臓、呼吸器、ぼ

うこう又は直腸、小腸、免疫

及び肝臓機能障害 

聴 覚 障 害 ２級～３級 

平衡機能障害 ３級 

肢体不自由上肢 １級～２級の２ 

肢体不自由下肢 １級～４級 

肢体不自由体幹 １級～３級 

内 部 障 害 ※ １級～３級 

脳 原 上 肢 １級～２級 

 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 

脳 原 移 動 １級～３級 

知 的 障 が い 者 Ａ 療育手帳 

精 神 障 が い 者 １級 精神障害者保健福祉手帳 

高 齢 者 要介護度２以上 介護保険被保険者証 

難 病 患 者 特定疾患医療受給者 

小児慢性特定疾患医療受給者 

特定疾患医療受給者証 

小児慢性特定疾患医療受診券 

妊 産 婦 妊娠７ヶ月～産後３ヶ月 母子健康手帳 

  ※利用証は駐車許可証ではありません。利用証を持っていない方も、必要な場合には車いすマークの

駐車場を利用することができます。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

◆ 静岡県 地域福祉課（☎０５４－２２１－２８４４） 
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住 宅                                      

 

１ 住宅資金の貸付（生活福祉資金・福祉費・住宅改修費） 

  低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯を対象に、住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受け 

に必要な経費の貸付を行っています。 

※貸付限度額   ２，５００，０００円 

※償還期限   ７年以内 

※利  率   連帯保証人有り 無利子 ／ 連帯保証人なし 年１．５％ 

※延滞利子   返済（償還）期限経過後、延滞元金に年３．０％ 

【相談窓口】◆ 伊東市社会福祉協議会 （☎３６－５５１２） 

 

２ 住宅金融公庫の優遇融資制度                               

住宅金融公庫では、心身に障がいのある方とその介護をしている家族が同居している住宅の建築や 

購入に必要な資金を、通常融資に割増しをして融資しています。 

 【相談窓口】◆ 住宅金融支援機構取扱金融機関 
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年 金 ・ 手 当                                          

 

１ 障 害 基 礎 年 金                    障害基礎年金は、次の条件を全て満たす方に支給されます。 

① 初診日（障害の原因となった病気やケガで初めて医師にかかった日）に国民年金の加入者である 

こと。又は、日本国内に住んでいる６０歳以上６５歳未満の老齢基礎年金の待期者で、この期間 

中に初診日のある方。 

② 初診日の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間（免除 

期間を含む）が被保険者期間の３分の２以上であること。ただし、令和８年４月１日前に初診日が 

ある場合、その前々月までの１年間が保険料を納めた期間（免除期間を含む）であればよいことに 

なっています。 

③ 障害認定日（障害の程度の認定を行う日 原則として初診日から１年６か月の時点）に一定以上 

の障害の状態にあること。ただし、２０歳前に初診日のある障害では、上記①、②に該当しなくて 

も２０歳以降に一定以上の障害の状態にある方は対象になります。 

（事後重症・・・障害認定日以降に障害が重くなり、一定以上の障害の状態になった場合は、６５歳の

誕生日の前々日までに請求することができます。） 
 

 
年  金  額 

（令和６年度金額） 

障害年金 １級 １，０２０，０００円 
 

障害年金 ２級 ８１６，０００円 

＜ 障害基礎年金の等級と身体障害者手帳の等級は、基準が違います ＞ 

障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている１８歳到達年度の末日までにある子、又は 

２０歳未満で１級、２級の障がいの状態にある子は、年金額の加算の対象になります。 
 

 
子 の 加 算 額 

（令和６年度金額） 

１人目、２人目 １人 ２３４，８００円 
 

３人目以降 １人  ７８，３００円 

 

 なお、２０歳前に初診日がある方の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないこ

とから、年金の支給に関して制限や調整があります。（下記参照） 

扶養親族等がいない場合 

本 人 の 

前 年 所 得 額 

全 額 停 止 ４，７２１，０００円 

半 額 停 止 ３，７０４，０００円 

  

＊障害基礎年金の受給権の他に公的年金の受給権が発生する場合等には支給の制限があります。 
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【相談の窓口】◆ 市役所 保険年金課（☎３２－１６２５） 

 なお、厚生年金（共済含む）による障害年金については、最寄りの年金事務所又は所属の共済

組合にお問い合わせください。 

 

２ 特 別 障 害 者 手 当                   

「２０歳以上の方で、政令で定める程度の著しい重度の障害状態にあり、日常生活において常時特

別の介護を必要とする方」に対して、手当が支給されます。ただし、在宅生活の方に限ります。（病

院に３か月以上入院している場合や、施設に入所している場合は、手当受給資格はありません。） 

 ＊支払月 ５月 ８月 11月 ２月（所得が一定の額を超えた場合は支給されません。） 
 
 
手当月額 28,840円 

 
扶養 

親族数 

所得限度額 

 本人（請求者） 配偶者及び扶養義務者    （令和６年度金額） 

０ 人 3,604,000円 6,287,000円 

１ 人 3,984,000円 6,536,000円 

２ 人 

以 上 

以下１人増すごとに 
本人の場合 380,000円   

配偶者等の場合 213,000円を加算 

 
【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３３・１５３２） 

 

３ 障 害 児 福 祉 手 当                   

「２０歳未満の方で、政令で定める程度の著しい重度の障害状態にあり、日常生活において常時特

別の介護を必要とする方」に対して、手当が支給されます。ただし、在宅生活の方に限ります。 

＊支払月  ５月 ８月 11月 ２月（所得が一定の額を超えた場合は支給されません。） 
 
 
手当月額 15,690円 

 

扶養 
親族数 

所得限度額 
 

  本人（請求者） 配偶者及び扶養義務者 （令和６年度金額） 

０ 人 3,604,000円 6,287,000円 

１ 人 3,984,000円 6,536,000円 

２ 人 

以 上 

以下１人増すごとに 
本人の場合 380,000円   

配偶者等の場合 213,000円を加算 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３３・１５３２） 
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４ 児 童 扶 養 手 当                 
 

  以下のいずれかに当てはまる場合、手当が支給されますので、子育て支援課までご相談ください。 

① 母子家庭又は父子家庭であり、かつ２０歳未満の子が児童扶養手当法施行令別表第一（身体障害

者手帳１級、２級、３級及び４級の一部に相当）に該当する場合。 

② 世帯の父又は母が、同令別表第二（身体障害者手帳１級又は２級に相当）に該当し、かつ１８歳

以下の子がいる場合。 

別表第一 別表第二 
一 次に掲げる視覚障害 

イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの 

ロ 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のＩ／四視標による

周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつＩ／二視標による両眼中

心視野角度が五六度以下のもの 

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両

眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの 

二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの 

三 平衡機能に著しい障害を有するもの 

四 そしやくの機能を欠くもの 

五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 

六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 

七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する

もの 

八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 

九 一上肢の全ての指を欠くもの 

十 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 

十一 両下肢の全ての指を欠くもの 

十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 

十三 一下肢を足関節以上で欠くもの 

十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 

十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安

静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつ

て、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を

加えることを必要とする程度のもの 

十六 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であ

つて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

（備考） 

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるもの

については、矯正視力によつて測定する。 

 

一 次に掲げる視覚障害 

イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの 

ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの 

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のＩ／四視標による

周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつＩ／二視標による両眼中

心視野角度が二八度以下のもの 

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両

眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの 

二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの 

三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 

四 両上肢の全ての指を欠くもの 

五 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 

六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 

七 両下肢を足関節以上で欠くもの 

八 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることがで

きない程度の障害を有するもの 

九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能なら

しめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 

十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を

必要とする程度の障害を有するもの 

十一 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能な

らしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要

とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの 

（備考） 

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるもの

については、矯正視力によつて測定する。 

 

なお、支給に当たっては一定の要件があります。年間の所得が以下の金額を超える場合には、手 

当の一部又は全部が支給されません。 

＊支払月 ５月、７月、９月、１１月、１月、３月（年６回） 

手当の額（令和６年度金額）   所得限度額 
 
 

児童 
の数 

全部支給 一部支給 
 

扶養 

親族数 

請 求 者                 
扶養義務者            

全部支給停止 

 

   

全部支給 一部支給 
１ 人 45,500円 

10,740～ 
45,490円 

０ 人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円以上 
第２子 

加算額 10,750円 
5,380～ 
10,740円 １ 人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円以上 

第３子以降 

加算額 
6,450円 

3,230～ 
6,440円 

２ 人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円以上 

       
                      



 
30 

【相談の窓口】◆ 市役所 子育て支援課（☎３２－１５８１） 

５ 特 別 児 童 扶 養 手 当                     

２０歳未満で身体、精神に重度又は中度以上の障がい児を監護している父若しくは母、あるいは父

母に代わって、その児童を養育している方（養育者）に対して手当が支給されます。 
 

 ＊支払月  ４月 ８月 １１月 

手当の額（令和６年度金額） 
扶養親族 

等 の 数        

      所得限度額  

  

本人（請求者） 
配 偶 者 又 は                
扶 養 義 務 者                

   

月額 

１級 １人につき 55,350円 
 

０人 4,596,000 円 6,287,000 円 

２級 １人につき 36,860円 １人 4,976,000 円 6,536,000 円 

  
２人 

以上 

 以下１人増すごとに 
 ・本人の場合   380,000円 
 ・配偶者等の場合 213,000円を加算 

 

 
 

該当する障害は、おおむね次表のとおりです。    ○該当   ●一部該当 
 
  区 

 分 障害区分 

    手   帳  区 

 分 障害区分 

    手   帳  

            
 １  ２  ３  ４  ５  ６  １  ２  ３  ４  ５  ６ 

 

 一 

 

 級 

視 覚         ○  ○     

 

 二 

 

 級 

視 覚        
   ○    

聴 覚        
  ○     

聴 覚        
   ○    

平 衡        
      

平 衡        
   ○    

言語音声 
      

言語音声 
   ○    

そしゃく 
      

そしゃく 
   ○    

上 肢         ○  ○     
上 肢        

   ○    

下 肢         ○  ○  ●    
下 肢        

   ●  ●   

体 幹         ○  ○     
体 幹        

   ○    

内 部         ●      
内 部         ●      

知的障害 
全般的発達に重度の遅滞 
があるもの 知的障害 

全般的発達に遅滞のある 
もの 

 
   【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 
 

６ 心身障害者扶養共済制度                           

 心身障がい者（児）を扶養している方が、毎月一定の掛金を払い込み、扶養している方が死亡した
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り著しい障がいを有する状態となったとき、心身障がい者（児）の生活の安定を図るために年金を支

給する制度です。１人の心身障がい者（児）に２口まで加入できます。 

＊加入資格   特定の疾病又は障がいがなく、県内に居住する６５歳未満の方で、次のいずれ

かに該当する方を扶養していること。 

① 身体障害者手帳の等級が１級から３級までの方 

② 療育手帳を所持しているか、知的障がいと判定された方 

③ その他、身体や精神に永続的な障がいがあり、その程度が①又は②と同程

度の方 

＊掛  金   加入時の年齢により異なります。 

平成２０年４月以降に加入される方の掛金（１口） 
 

 加入者となった時の年齢  掛金月額  加入者となった時の年齢  掛金月額 

 ３５歳未満   9,300円  ５０歳以上５５歳未満  18,800円 

 ３５歳以上４０歳未満  11,400円  ５５歳以上６０歳未満  20,700円 

４０歳以上４５歳未満  14,300円  ６０歳以上６５歳未満  23,300円 

 ４５歳以上５０歳未満  17,300円  

 

＊年金の給付  １口、月額20,000円の終身年金が支給されます。 

＊死亡弔慰金  加入者が生存中に、扶養している心身障がい者（児）が死亡した場合、加

入期間に応じて弔慰金が支給されます。 

＊脱退一時金  加入者が脱退の申出をしたときは、加入期間に応じて脱退一時金が支給さ

れます。２口加入者は、２口目の加入期間に応じた加算がされます。 

  【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３３・１５３２） 

 

７ 伊東市在宅重度障害者等福祉サービス支援金 

在宅生活を送られている障がい者（児）で総合支援法第２８条第１項に定める障害福祉サービスを

現に利用し、又は利用しようとする要介護障がい者等に対し在宅重度障害者等福祉サービス支援金が

支給されます。 

＊支 給 額          月額 ３，０００円        ＊支払期   ４月 ８月 １２月 

＊受給資格   住民登録し、現に市内に居住しており、次に該当する方（要介護障がい者等が

          共同生活援助及び施設入所支援の障害福祉サービスを利用している場合や、１
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          か月以上の入院加療している方を除く） 

① 障がい者にあっては、障害者総合支援法第２１条第１項に基づく障害支援

区分４以上の認定を受けた者 

② 障がい児にあっては、別表に掲げる「食事・排せつ・入浴・移動」におい

て全介助若しくは一部介助が３項目以上又は「行動障害及び精神症状」があ

る若しくは時々あるが１項目以上ある者 

③ ①・②の要件に加えて、要介護障がい者等が属する世帯の市民税所得割額

が３万３千円未満である世帯（障害福祉サービスの利用に係る負担上限月額

が０円の世帯を除く） 

 （別表） 

項目 区分 判断基準 

食事 
・全介助 

・一部介助 

全面的に介助を要する 

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。 

排せつ 
・全介助 

・一部介助 

全面的に介助を要する。 

便座に座らせるなど一部介助を要する。 

入浴 
・全介助 

・一部介助 

全面的に介助を要する。 

身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。 

移動 
・全介助 

・一部介助 

全面的に介助を要する。 

手を貸してもらうなど一部介助を要する。 

行動障がい 

及び 

精神症状 

・ある 

・時々ある 

ほぼ毎日ある。 

週１・２回程度以上ある。 

(1)強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動 

(2)睡眠障がいや食事・排せつに係る不適応行動 

(3)自分を叩いたり、傷つけたり、他人を叩いたり、蹴ったり、 

    器物を壊したりする行為 

(4)気分が憂鬱で悲観的になり、時には思考力が低下する。 

(5)再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。 

(6)他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。また、 

  自室に閉じこもり何もしないでいる。 

【相談の窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３３・１５３２） 
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８ 伊東市難病患者見舞金                         

難病患者等の療養の推進を図るために難病患者見舞金を支給しています。前年度受給者には申請時

期に案内文書を送付します。新規に受給者証を交付された方は、御連絡ください。 

＊支 給 額          年額１０，０００円 

＊受給資格   次のいずれにも該当する方 

        ① 申請日現在、伊東市に住民登録のある方 

② 申請日現在、次に掲げる難病（特定疾患）等について国県で指定を受けた

医療費受給者証を所持しているか被爆者手帳を所持している方で、現に療

養している方 

＊対象疾患  ・巻末付録一覧にある国指定の難病 

・静岡県指定の特定疾患等 

 スモン、橋本病、突発性難聴、先天性血液凝固因子障害等 

   【相談の窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３３・１５３２） 

 

９ 難病患者介護家族リフレッシュ事業 

  在宅で人工呼吸器を使用している又は気管切開で頻回に吸引を必要とする方や小学校・中学校にお

いて医療的ケアを必要とするお子さん等の難病患者に対し訪問看護等を実施することで家族の介護負

担の軽減を図ります。 

【相談の窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

 

１０ 生活保護の障害者加算 

  既に生活保護を受給している方で身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の所持や障

害年金の受給、福祉手当の受給によって、生活保護費の加算がつくことがあります。対象となる条件

が異なりますので下記相談窓口にお問い合わせください。 

【相談の窓口】◆ 市役所 社会福祉課 保護係（☎３２－１５３４～１５３７） 

 



１　国税に関する控除・非課税・・・所得税に関する控除

　所得税を計算する際、所得から差し引かれる所得控除には次のような控除があります。
　控除とは、税を計算するとき一定の条件に該当することで所得から差し引かれる金額のこと
をいいます。

⑴　障害者控除
　　本人、控除対象となる配偶者又は扶養親族が次の表に掲げる障がい者の場合は、障害者
　控除として一定額が控除されます。

（障害の程度に対する控除区分及び控除額）
　納税義務者（申告者）、同一生計配偶者又は扶養親族が該当する障がい程度により、控除額
が決まります。

⑵　特別障がい者が同居している場合（同居特別障害者控除）
　　同居の同一生計配偶者又は扶養親族が特別障がい者に該当する場合、特別障害者控除額に
　３５万円が加算されます。

⑶　医療費控除
　　本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払った場合、本人の所得
　及び医療費の支払金額等により、医療費控除として一定額が控除されます。
　　医療費控除は次の算式で計算された額となります。

　対象となる医療費の範囲は、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない額と
されています。
　例えば、次のような費用は医療費控除の対象になります。

ア　医師に支払った診療費や治療費
イ　治療又は療養に必要な医薬品の購入費
ウ　病院、診療所（指定介護老人福祉施設を含む）へ支払った入院費や入所費
エ　治療と一体的に提供される在宅介護サービスの介護人に要する費用

（医師の発行した証明書を提出又は提示することが必要）
オ　人工肛門、人工膀胱造設者が使用する、治療に必要なストマ用装具費

（医師の発行した証明書を提出又は提示することが必要）
カ　傷病によりおおむね６か月以上にわたり寝たきり状態にある又は傷病について医師に

よる治療を継続して行う必要がありおむつの使用が必要と認められた者のおむつ購入費
（医師の発行した「おむつ使用証明書」を提出又は提示することが必要）
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400,000円

270,000円 ○ ○ ○

同居特別障害者控除の要件

－ －
保険金、損害賠償金等で

補てんされた金額

○

精神障害者保健福祉手帳

３級１級 ２級
身体障害者手帳 療育手帳

特別障害者
控除

Ｂ

障害者控除

控除区分

○○ ○

所得控除額

障害程度

１級 Ａ
所得控除額

６級２級 ３級 ４級 ５級

○○ ○ ○

750,000円
（４０万円＋３５万円）

支払った医療費
のいずれか少ない金額

「１０万円」と「総所得金額等の５％」
＝

特別障がい者が同居の
配偶者又は扶養親族の場合

医療費控除額
（最高200万円）

税　　　　　金



※医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

【相談窓口】　◆熱海税務署（電話０５５７－８１－３５１５）
　　　　　　　　　熱海市上宿町１４－１５

⑷　少額預金、少額公債の利子非課税制度（障害者マル優）
　　身体障害者手帳の交付を受けている方等が、一定の手続により預け入れられた少額預金
　及び少額公債については、それぞれの制度につき元本３５０万円を上限として、その利子
　が非課税になります。

ア　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
イ　障がいを事由とする公的年金を受給している方
ウ　障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過措置福祉手当を受給している方

【相談窓口】　◆銀行等　　◆証券会社　　◆郵便局

⑸　相続税に関する障害者控除
　　相続人が障がい者である場合、相続税を計算する際、次の区分に応じて一定額が税額から
　控除されます。

【相談窓口】　◆熱海税務署（電話０５５７－８１－３５１５）
　　　　　　　　　熱海市上宿町１４－１５

⑹　贈与税の非課税
　　特定障がい者（特別障がい者又は特別障がい者以外で精神に障がいのある方）を受益者として
　信託会社等と「特定障害者扶養信託契約」を締結した場合に、信託受益権の価格のうち
　特別障がい者は６，０００万円まで、特別障がい者以外の特定障がい者は３，０００万円までは
　贈与税の課税額に算入されません。
【相談窓口】　◆熱海税務署（電話０５５７－８１－３５１５）
　　　　　　　　　熱海市上宿町１４－１５
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○ ○

○

区分 １級 ２級 ３級
税額控除額

相続人が
障がい者

20万円×(85歳に達す
るまでの年数)

10万円×(85歳に達す
るまでの年数)

２級 ３級

○ ○ ○

Ｂ １級５級 ６級
障害程度 身体障害者手帳

　平成２９年分の申告から、健康維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行う個人が、自
己又は自己と生計を一にする親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合におい
て、その年中に支払った購入費の合計額が１２，０００円を超えるときは、その超える部分
の金額(８８，０００円を限度)を所得金額から控除できることとされました。
　なお、従来の医療費控除との選択制となっているため、併用はできません。

　この特例を受けられる人は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、
一定の取組を行っている人とされていますが、この一定の取組は、具体的には次の取組とさ
れています。

　また、申告には、その年中の一定の取組に関する事項及びスイッチOTC医薬品購入費を明細
にまとめ、添付する必要があります。

○ ○ ○

Ａ

・健康診査（保険事業や健康増進事業として行われる人間ドックなど）
・予防接種（インフルエンザの予防接種など）
・事業主健診
・高齢者の医療の確保に関する法律第２０条の規定に基づき行われる特定健康診査又は
　同法第２４条の規定に基づき行われる特定保健指導（いわゆるメタボ健診など）
・がん検診（市町村が健康増進事業として行う乳がん、子宮がん検診など）

○ ○

療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

４級



２　地方税に関する控除・非課税・・・市県民税（住民税）に関する控除

　市県民税（住民税）を計算する際、所得から差し引かれる所得控除には次のような控除が
あります。

⑴　障害者控除
　　本人、控除対象となる配偶者又は扶養親族が次の表に掲げる障がい者の場合は、障害者控除
　として一定額が控除されます。

（障害の程度に対する控除区分及び控除額）
　納税義務者（申告者）、同一生計配偶者又は扶養親族が該当する障害程度により、控除額
が決まります。

※障がい者本人の合計所得が135万円以下の場合、市県民税は非課税となります。

⑵　特別障がい者が同居している場合（同居特別障害者控除）
　　同居の同一生計配偶者又は扶養親族が特別障がい者に該当する場合、特別障害者控除額に
　２３万円が加算されます。

【相談窓口】　◆市役所　課税課市民税係（電話３２－１２７１）
　　　　　　　　（又は給与所得者の場合、勤務先の給与担当）

⑶　事業税の非課税
　　両眼の視力を喪失した方又は両眼の矯正視力が０．０６以下の視覚障がい者が、あん摩、
　マッサージ、鍼灸等の個人事業を営む場合は、個人事業税が非課税となります。

【相談窓口】　◆熱海財務事務所　課税課（電話８２－９０８６）
　　　　　　　　　熱海市水口町１３－１５

⑷　自動車税・軽自動車税（環境性能割）、自動車税・軽自動車税（種別割）の減免
　　身体に障がいがある方の生業又は通院・通学等にもっぱら使用する自動車等にかかる
　自動車税・軽自動車税（環境性能割）、自動車税・軽自動車税（種別割）が減免されます。
　　減免の対象となる自動車及び対象者は次のとおりです。

ア　対象となる自動車
　　身体等に障がいのある方本人が取得し、所有する自動車である車両１台

※所有者及び使用者が障害手帳所持者名義の車両が対象です。
　　ただし、知的又は精神に障がいのある方、１８歳未満の身体等に障がいのある方の場合
　は、生計を一にする者（住民票上、同一世帯の者）が取得し、所有する自動車を含む。

イ　対象となる者
　　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、次の表の範囲
　にあてはまる方
　　なお、身体等に障がいのある方以外の人が運転する場合は、生計同一証明書（住民票
　上、同一世帯ではないが生計を同一にしていることの証明書）又は常時介護証明書（単
　身の障がい者又は障がい者のみで構成されている世帯の障がい者のために週３日以上かつ
１年以上継続的に運転している人が対象）が必要となります。
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同居特別障害者控除の要件 所得控除額

特別障がい者が同居の
配偶者又は扶養親族の場合

530,000円
（３０万円＋２３万円）

○○ ○○○ ○ ○

○○

障害者控除 260,000円

３級
特別障害者

控除
300,000円 ○ ○

３級 Ｂ １級 ２級４級 ５級 ６級 Ａ
障害程度

所得控除額
身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

控除区分 １級 ２級



◎　総合等級判定による読み替えについて
　　身体障害者手帳の交付を受けている方本人の運転であれば減免対象となるが、生計同一
　者等の運転では減免対象外となる「下肢機能障害４～６級、体幹機能障害５級、脳原性移
　動４～６級」に該当する場合、重複して障がいのある方については、「下肢機能障害４～
　６級、体幹機能障害５級、脳原性移動４～６級」を総合等級に読み替えて「生計同一者等
　での運転による減免」の判定とします。

（例）

【相談窓口】　自動車税(環境性能割）、軽自動車税（環境性能割）及び自動車税（種別割）
　　　　　　　◆熱海財務事務所　課税課（電話８２－９０６１）
　　　　　　　　　熱海市水口町１３－１５
　　　　　　　軽自動車税（種別割）
　　　　　　　◆市役所　課税課（電話３２－１２７４）
　　　　　　　※自動車を変更した場合、再度手続きが必要です。

【生計同一（常時介護）証明書に関する相談窓口】
　（身体又は療育手帳所持者）◆市役所　社会福祉課（電話３２－１５３２・１５３３）
　（精神障害者保健福祉手帳所持者）　

軽自動車　◆市役所　社会福祉課（電話３２－１５３２）
普通自動車◆熱海健康福祉センター（電話８２－９１２１）熱海市水口町１３－１５
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障害

乳幼児期以前の
上肢

移動

減免対象となる障害の範囲

障害区分等

３級（喉頭摘出に限る）

２級　・　３級

３級

×

１級　～　「４級の１」

聴覚障害

療育手帳

心臓・腎臓・呼吸器・

非進行性脳病変

による運動機能

体幹機能障害

視覚障害

身体等に障がいのある方
本人が運転する場合

生計同一者又は常時
介護者が運転する場合

手帳の種類及び

身
　
体
　
障
　
害
　
者
　
手
　
帳

ヒト免疫不全ウィルス

による免疫機能障害

音声機能障害

上肢機能障害

肝臓機能障害

小腸・ぼうこう又は直

腸機能障害

下肢機能障害

平衡機能障害

１級　～　３級

障害程度が「重度（Ａ）」

１級　～　２級

１級　～　６級 １級　～　３級

１級～３級、５級 １級～３級

１級　～　２級

１級　～　６級 １級　～　３級

１級　及び　３級

１級　～　３級

↓

下肢２級・上肢２級
に読み替える

⇒

１級

＝

生計同一者　　可
本人運転　　　可
生計同一者　不可

本人運転　　不可
生計同一者　不可

本人運転　　　可
↓

総合等級２級

精神障害者保健福祉手帳

戦傷病者手帳

＋ 上肢機能障害３級

詳細は財務事務所又は市役所課税課にお問い合わせください。

下肢機能障害４級

↓



 

38 

           公共料金の割引・免除 
 

１ 交 通 料 金 の 割 引                   

⑴ ＪＲ旅客運賃の割引 障害の状況に応じて次のとおりＪＲの旅客運賃が割引されます。 

種 別 要  件 割引率 

 

 

 

第１種 

【普通乗車券】 

・本人のみの利用時、片道１００㎞を超える場合に割引 

・介護者が同伴する場合、距離関係なく本人と介護者（一人）に 

割引 

【定期乗車券・回数券・急行券】※急行券は特急券とは異なります。 

・介護者が同伴する場合のみ、距離関係なく本人と介護者（一人） 

に割引 

 

 

 

 

 

５０％ 

 

 

第２種 

【普通乗車券】 

・本人のみ片道１００㎞を超える場合に割引 

【定期乗車券】 

・本人が１２歳未満かつ介護者が同伴する場合のみ、距離関係な

く本人と介護者（一人）に割引（小児定期乗車券を除く） 

＊利用の方法  各駅の乗車券販売窓口で手帳を提示して購入してください。 

＊その他    ＪＲ以外の公営及び民営の鉄道でもほぼＪＲに準じて割引を行っています

ので、窓口でお問い合わせください。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

◆ ＪＲ・私鉄の各駅 

⑵ バス運賃の割引 障害の状況に応じてバスの運賃が次のとおり割引されます。 

種 別 要    件 割引率 

第１種 
【普通乗車券】 

本人と介護者に対する割引 

５０％ 

【定期乗車券】 

本人と介護者に対する割引 

３０％ 

 

第２種 

【普通乗車券】 

本人に対してのみ割引 

５０％ 

【定期乗車券】 

本人に対してのみ割引 

３０％ 

＊精神保健福祉手帳所持者は静岡県内のバスの運賃が半額となります。 

＊利用の方法  運賃を支払う時に手帳を提示してください。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

◆ バス事業所の営業所 
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⑶ 航空運賃の割引 

割引率は、普通大人片道運賃の２５％割引です。（国内線全区間） 

また、介護者（一人）も同様の割引が受けられます。（航空会社により扱いは異なり

ます） 

＊ 利用の方法  身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を航空券販売窓 

口に提示して購入してください。 

＊ 割引が受けられるかの確認は、利用する航空会社にお問い合わせください。 

 【相談窓口】◆ 日本国内各航空会社 

  

⑷ タクシー運賃の割引  

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている人は、タクシー料金の１０％が割引さ

れます。ただし、送迎回送料金、有料道路通行料、駐車料金は対象となりません。 

＊ 利用の方法  タクシー利用時、運転手に手帳を提示してください。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

 

⑸ タクシー料金の助成  重度の心身障がい者のタクシー料金を助成します。 

＊ 助成内容   普通車タクシー基本料金相当額の助成券を、年間２４枚交付します。 

１回の乗車に４枚まで使用できます。 

           ※年度途中で資格を取得した場合、４月中の交付は２４枚とし、それ以降

の交付枚数は経過した月数を差し引いた枚数となります。 

＊ 利用できる方 市内に居住し次のいずれかに該当する方 

① 身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている方 

② 療育手帳Ａの交付を受けている方 

③ 精神障害者保健福祉手帳１級又は２級の交付を受けている方 

（社会福祉施設に入所している方は除きます） 

＊ 利用の方法  ① 社会福祉課窓口で伊東市タクシー助成券の交付を受ける。（４月中 

    は各出張所・連絡所でも受け取れます） 

② タクシーを利用した際、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者

保健福祉手帳を提示し、10％の割引をうけ、タクシー助成券を併用す

る場合は、割引後の金額に対して、助成券を切り取って渡す。 

※利用できるタクシー会社は、タクシー助成券をご覧ください。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課 （☎３２－１５３２・１５３３） 
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２ 有料道路通行料の割引                         

障害者手帳の交付を受けている人は、次のとおり有料道路の通行料が割引されます。 

利用区分 身体障がい者自ら運転する場合 重度身体障がい者又は重度知的障がい

者を乗車させている場合 

対象となる

障がい者 

身体障害者手帳所持者 旅客運賃減額欄第１種手帳所持者 

療育手帳Ａ所持者 

対象となる

自動車 

 

障がい者本人又は親族の所有車 

 

障がい者本人又は親族の所有車 

障がい者本人又は親族が車を所有しな

い場合で、本人を日常的に介護する者

が所有する車 

ＥＴＣ登録

する場合 

上記割引対象要件を満たしている障がい者、自動車の範囲内の車を１台

登録。（営業用自動車、レンタカー、軽トラック、車検・修理時の代車

は登録できません。） 

割引の内容 通常の通行料金の半額 

申請方法 居住地の福祉事務所に有料道路障害者割引申請書兼ＥＴＣ利用申請書を

提出する。(身体障害者手帳・療育手帳・自動車車検証・運転免許証・障

がい者本人名義のＥＴＣカード・ＥＴＣ車載器ｾｯﾄｱｯﾌﾟ申込書、証明書

等）またはオンライン申請（ＥＴＣ利用者のみ） 

オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp 

利用方法 ・現金：料金所で必要事項（割引措置対象である旨・自動車登録番号(又

は車両番号)・割引有効期限）の記載された身体障害者手帳、療育手帳を

提示して通過 

・ＥＴＣ：登録済みのＥＴＣカード、車載器搭載車両で料金所を通過 

※登録していない車、レンタカー、車検・修理時の代車で通過する場合

は、現金払いのみ割引対象 

有効期限 ２年間（初回登録時は、２回目の誕生日まで。） 

更新は有効期限の２か月前から手続き可能 

・障がい者割引と時間帯割引は重複して適用されません。それぞれの割引後料金を比較

し、安い方が適用されます。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 
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３ 盲 人 用 郵 便 物 の 無 料 制 度                              

視覚に障がいがある方の点字だけを内容とする開封された郵便物や点字図書館等の指定され

たところへ送付する点字紙・録音テープ等を内容とする３㎏までの郵便物の送料が免除されま

す。 

また、点字郵便物として郵送できない３㎏までの冊子小包郵便物や３㎏を超える一般小包郵

便の料金は半額になります。 

 【相談窓口】◆ 郵便局  

 

４ 青い鳥郵便はがきの無料配布  

 重度身体障がい者の方及び重度知的障がい者の方で希望される方に、通常郵便はがき（くぼ

み入り・無地又はインクジェット紙）を無料で差し上げます。 

対象となる方 身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ（又は１度、２度） 

受付期間 毎年４月から５月まで（年度によって多少異なります。） 

配布枚数 一人につき２０枚 

申込方法 郵便局に身体障害者手帳、療育手帳を提示し、所定の用紙に必要事項

を記入して窓口に提出してください。（代理の方でも申し込めます） 

詳しくは、お近くの郵便局にお問い合わせください。 

【相談窓口】◆ 郵便局  

 

５ ヘルプマーク・ヘルプカード 

   外見では障がいがあると分からなくても援助や配慮が必要な方を対象にヘルプマーク・ 

ヘルプカードを配布しています。 

   希望される方は社会福祉課窓口でお問い合わせください。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 
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６ Ｎ Ｈ Ｋ 放 送 受 信 料 の 減 免                             

 

手 帳 の 種 類 全額免除（障がい者の方を世帯構成員に有する場合） 

 身 体 障 が い 者 

 

 

・市民税非課税世帯 知 的 障 が い 者 

精 神 障 が い 者 

 

 

 

手 帳 の 種 類 半額免除（障がい者の方が世帯主の場合） 

 

身 体 障 が い 者 

 

・視覚障がい者 

・聴覚障がい者 

・障害等級が１級・２級 

知 的 障 が い 者 ・障害の程度がＡ 

精 神 障 が い 者 

 

 

・障害等級が１級 
 

＊利用の方法  放送受信料免除（全額・半額）申請書に福祉事務所長の免除事由証明 

を受けて提出します。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

◆ ＮＨＫ静岡放送局営業部  静岡市駿河区八幡１丁目６番１ 

          （☎０５４－６５４－５２００） 

 

７ 携 帯 電 話 料 金 の 割 引                             

  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が対象です。 

 割引が受けられるかの確認は、各取扱い店にお問い合わせください。 

  【相談窓口】◆ 携帯電話各取扱い店  

 

８ ミ ラ イ ロ Ｉ Ｄ 

   ミライロＩＤとは、全国のミライロＩＤを導入している施設や飲食店等で障害者手帳のか

わりとして使用できるスマートフォンアプリです。利用者は障害者手帳を提示するのと同じ

割引サービスを受けることができ、「スマートフォンを提示するだけで素早く確認してもら

える」、「障害者手帳を提示する物理的・心理的負担が軽減される」といったメリットがあ

ります。ただし、登録には写真付きの障害者手帳が必要です。 
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９ 福 祉 電 話                     

身体障がい者等が次の表の福祉用電話を利用する場合、利用料金が割引となります。 
 
 

福祉用電話器の名称 機 能 概 要                           

 料金（月額）               福祉用料金 

対 象 者           

 

  
 福祉用  一般用 

 シルバーホン 

 （あんしんＳⅤＩ） 

 ひとり暮らしのお年寄りの方 
などが、いざという時にボタ 
ン１つで身寄りの方やヘルパ 
ーに急をつげることができる 
装置です。お手持ちの電話機 
につなげて使用します。 

   円 

   198 

   円 

   528 

 ・６５歳以上 
  で次に該当 
  する方 

 

①ひとり暮らし

の方 

②身体障がい

者、寝たきり

の配偶者又は

未成年者との

み生計を共に

する方 

 

・身体障害者手

帳の交付を受

けている方 

  

 オ 

 プ 
 シ 
 ョ 
 ン 

 ワイヤレス 

リモート 

スイッチ５ 

 あんしんＳＶＩから離れた 

所にいても、無線式のペン 

ダントを 押すだけで緊急通 

報できます 

   220    440 

 リモート 

スイッチ 

 あんしんＳＶＩから離れた 

所にいても、有線式のスイ 

ッチ のボタンを押すだけで 

緊急通報できます。 

    55    110 

 シルバーホン 

  （ふれあいＳⅡ） 

 上肢の不自由な方が電話を使 
 用する際の各種操作を容易に 
 した電話器です。 

   550   1,100 

   

 オ 

 プ 
 シ 
 ョ 
 ン 

 制御 

スイッチＳ２ 

 手を使わなくても足等でペダ 
 ルを操作するだけでダイヤル 
 することができます。 

   100    250 

 呼気  手を使わなくても、息を吹き 
 かけるだけでダイヤルするこ 

   200    400 

  スイッチＳ２  とができます。     

 シルバーホン 

  （ひびきＳⅢ） 

 電話の声を聞きとりにくい方 
 のために頭部の骨を震動させ 
 て聞く骨伝導方式の電話器で 
 す。 

   680 
 

シルバーホン 

  （めいりょう） 

 耳が不自由な方のため相手の

声を18倍程度まで大きくする

ことができる電話器です。 

   110 
 
  187 

 
＊表中の料金に消費税は含まれていません。 

【相談の窓口】◆ ＮＴＴの営業所（☎０１２０－０１９－０００） 
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生 活 福 祉 資 金                                  

 

 生活福祉資金は、低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯（日常生活上療養、介護を要する６

５歳以上の高齢者が属する世帯）に、必要な資金の貸付と社会福祉協議会、民生委員及び関係機

関等が連携し必要な相談支援を行うことにより、これら世帯の経済的な自立と生活の安定を図る

ための貸付制度です。実施主体は静岡県社会福祉協議会で、貸付の可否や債権管理等を行います

が、貸付に関する相談、申請は伊東市社会福祉協議会で受け付けています。 

 

＜貸付利子＞ 

連帯保証人が設定できる場合は返済（償還）期間内において無利子、連帯保証人の設定が難し

い場合は年１．５％の利子が付きます。 

＜償還方法・償還金の支払い猶予等＞ 

 返済(償還)は貸付の際に定める償還計画に基づき行うことになりますが、償還期限までに支払

が完了していない場合、延滞元金に年３．０％の延滞利子が付きます。 

 ただし、災害等やむを得ない事情により償還が著しく困難になった場合は、借受人の申請によ

り支払を猶予することがあります。(猶予期間中に延滞利子はかかりません。) 

＜貸付の種類＞ 

資金の種類、貸付限度額は、次頁一覧のとおりです。 

 

【相談窓口】 伊東市社会福祉協議会（☎０５５７－３６－５５１２） 

伊東市桜木町二丁目２番３号 伊東市健康福祉センター１階 
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生活福祉資金貸付条件一覧（障害者世帯が貸付対象として含まれるもの） 

貸付限度額 

※貸付にあたっては資金の種類により必要な要件・書類が異なりますので、必要に応じて下記宛ご相談ください。 

貸付・返済条件 

資金種類 連帯保証人 据置期間 返済（償還）期限 貸付利率 延滞利子 

福祉資金 
福祉費 原則必要 最終貸付日から６月以内 

３～２０年以内 

（資金目的別に設定） 
返済期限内は無利子 返済（償還）期限経過後、延

滞元金に年３．０％ 
緊急小口資金 不要 貸付日から２月以内 据置期間経過後１２月以内 返済期限内は無利子 

【相談窓口】 伊東市社会福祉協議会 ０５５７－３６－５５１２ 

貸付資金の種類 上限の目安 

福
祉
資
金 

福
祉
費 

① 生業を営むために必要な経費 ① ４６０万円 

② 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 

（技能習得期間６か月程度 1,300,000円～最長 3年程度 5,800,000円） 
② １３０万円～ 

③ 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 ③ ２５０万円 

④ 福祉用具等の購入に必要な経費 ④ １７０万円 

⑤ 障害者用自動車の購入に必要な経費 ⑤ ２５０万円 

⑥ 負傷または疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 

（療養期間１年以内 1,700,000円／１年６ヶ月以内 2,300,000円） 
⑥ １７０万円～ 

⑦ 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 ⑦ １７０万円 

⑧ 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 ⑧ １５０万円 

⑨ 冠婚葬祭に必要な経費 ⑨   ５０万円 

⑩ 住居の移転、給排水設備等の設置に必要な経費 ⑩  ５０万円 

⑪ 就職、技能習得等の支度に必要な経費 ⑪  ５０万円 

⑫ 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 ⑫ ５１３万円 

⑬ その他日常生活上一時的に必要な経費 ⑬   ５０万円 

緊急小口資金 
緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に必要な少額の経費 

（原則として、生活困窮者自立支援法に基づく支援を受ける） 
１０万円以内 
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日常生活自立支援事業 
 

 

 認知症や知的障がい・精神障がいなどにより、日常生活を営む上で必要な福祉サービスを自分

の判断で適切に利用することが難しく、かつ本事業の利用意思がある方を対象とします。 

情報提供や利用についてのお手伝いを基本サービスとして、これに付随する日常的金銭管理や、

書類預かりなど、できるだけ不安の少ない生活を送れるよう援助します。 

〈援助内容〉 

１ 基本サービス 福祉サービスの利用援助 

 ①福祉サービスの利用または利用をやめるために必要な手続き 

 ②福祉サービスの利用料を支払う手続き 

 ③福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き 

 ④日常生活に必要な事務手続き（郵便物や通知の確認など） 

２ 付随サービス 日常的金銭管理サービス 

 ①日常的な生活費の払戻し、預入などの手続き 

 ②医療費や公共料金、家賃などの支払い、口座引き落としの手続き 

 ③年金や福祉手当などの受領に必要な手続き 

３ 付随サービス 書類等の預かりサービス 

 貯金通帳・年金証書・権利証・契約書類・印鑑等、金融機関の貸金庫に大切な書類等を

お預かりします。 

 

※本事業は『契約』に基づきサービスが提供されるため、契約締結能力（具体的な援助内

容の理解力）が必要です。 

※医師による認知症の診断や、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の有無は問いません。 

※「在宅で生活している方」「在宅で生活する予定の方」が対象です。 

 

 

 

 

〈利用料〉 

 契約後の援助については1,000円／回ととなります。（生活保護を受けている方は無料） 

ただし、書類等の預かりサービスについては別途費用がかかります。 

【相談窓口】◆ 伊東市社会福祉協議会（☎３６－５５１２） 伊東市桜木町二丁目２番３号 

 

 

本事業は「福祉サービスの利用援助」の利用が原則であり、「日常的金銭管理サービ

ス」や「書類等の預かりサービス」は不随するサービスです。 

※付随サービスのみを利用することはできません。 
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行 事 ・ 催 物 等                                 

 

１ ふ れ あ い 広 場 

障がいのある人もない人も、大人や子どもも一緒になってコミュニケーションや福祉の気持

ちを向上させるためにふれあい広場を開催しています。 

（開催時期 毎年９月下旬の日曜日） 

【相談窓口】◆ 伊東市社会福祉協議会（☎３６－５５１２） 

  ◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３１） 

 

２ 各 種 相 談 会 

⑴ 総合児童・知的障がい者巡回相談会 

児童相談所・知的障害者更生相談所等の各種の相談・指導等を受けることができます。 

【相談窓口】◆ 市役所 子育て支援課（☎３２－１５８１、３７－６３２１） 

◆  〃  社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

⑵ 補聴器相談会 

補聴器を利用している方の便宜を図るため、補聴器取扱業者の協力を得て毎月相談会を開

いています。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３３・１５３２） 

 

３ 団  体 

⑴ 伊東市手をつなぐ育成会 

心身に障がいがある方やその保護者等の集まりで、福祉の向上を図ることを目的として、

お互いの情報交換や親睦を図るためさまざまな行事等を行っています。 

⑵ 伊東市身体障害者福祉会  

  身体に障がいがある方々の団体で福祉の向上を図ることを目的として、障がい者の相互親

睦、更生援護の相談活動等を行っています。 

  また、市との共催により各種の行事等を行っています。 

【相談窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 
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ごみ出し支援 

 
 伊東市では、高齢者等ごみ出し支援事業として、「ふれあい収集」を実施しています。 

ふれあい収集では、自ら家庭ごみをごみステーションに運び出すことができず、かつ、親

族や近隣住民などの身近な方の協力が得られない高齢者や障がい者の方などを対象に、環境

課ごみ収集職員が直接自宅に出向いてごみを収集します。 

ごみの収集は週１回で、もえるごみ、あきカン類、びん類、金属類、われもの類・電池、

古紙、ペットボトルの７品目をまとめて収集します。 

希望者にはごみ収集時に一声かけて安否確認も行います。 

世帯員全員が次のいずれかに該当することが条件です。 

 ・要介護認定を受けている方（要支援１・２、要介護１～５） 

 ・身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている方 

・精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方 

・療育手帳Ａの交付を受けている方 

＊手 続 伊東市ふれあい収集利用申込書に、介護保険被保険者証、身体障 

    害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のうち、該当するも 

のの写しを添え、同意書と併せて申請してください。 

【相談窓口】市役所 環境課（☎３７－２８６５、３２－１３７１） 

 



主な相談窓口と相談業務概要一覧表 
 
 
相 談 窓 口 相  談  業  務  内  容 電 話 番 号                       住     所 

 

 

 福 

 

 

 

 

 

 祉 

 

 社会福祉課 
 身体障害者手帳申請 療育手帳申請 精神障害者手帳申請 

 タクシー券交付 特別障害者手当 障害児福祉手当 特別児童扶養手当 

扶養共済制度 在宅重度障害者等福祉サービス支援金 各種証明 

障害者総合支援法に基づくサービス 児童福祉法に基づくサービス 

 

 ３２－１５３２・１５３３ 

  

 

 

 伊東市大原２－１－１ 

 高齢者福祉課  介護保険制度  ３２－１５６３ 

 子育て支援課  児童扶養手当 母子医療費助成 

 

３２－１５８１ 

 

 
 

 東部健康福祉センター  知的障害者更生相談所 児童相談所  ０５５－９２０－２０８１  沼津市高島本町１－３ 

 伊東市社会福祉協議会  福祉資金の貸付 福祉器材の貸出 ボランティア 日常生活自立支援事業  ３６－５５１２  伊東市桜木町２－２－３ 

静岡県援護恩給室  戦傷病者相談窓口 ０５４－２２１－３６１４  静岡市葵区追手町９－６ 

 保 

 健 

 ・ 

 医 

 療 

 県立こども病院  保健所、保健センターからの連絡を受け、より専門的・医学的対応を行う  ０５４－２４７－６２５１  静岡市葵区漆山８６０ 

 熱海健康福祉センター  療育相談  難病  精神障害  小児慢性特定疾患医療  ０５５７－８２－ 

９１２０・９１２５ 

 熱海市水口町１３－１５ 

 健康推進課 

子育て支援課 

 保健相談  ３２－１５８１～１５８３  伊東市大原２－１－１ 

 年 

 金 

 保険年金課  国民年金（障害基礎年金等）  ３２－１６２５  伊東市大原２－１－１ 

 三島年金事務所  厚生年金（障害年金、障害手当金等）  ０５５－９７３－１１６６  三島市寿町９－４４ 

 職 

 業 

 三島公共職業安定所 

 伊東出張所 

 障害にあった職業の斡旋  職場適応訓練 

 障害者職業訓練校入校手続き 

 ３７－２６０５  伊東市大原１－５－１５ 

 教  教育委員会学校教育課  就学指導と相談  ３２－１９１１・１９１２  伊東市大原２－１－１ 

  育      

  

税 

 

 金 

 課税課  県・市民税の所得控除 

軽自動車税の減免 

 

 

 

 

 

 ３２－１２７１・１２７２ 

３２－１２７４ 

 

 伊東市大原２－１－１ 

 熱海財務事務所  自動車税・自動車取得税の減免  ８２－９０６１  熱海市水口町１３－１５ 

 熱海税務署  所得税の所得控除  ８１－３５１５  熱海市上宿町１４－１５ 

 選 

 挙 

 選挙管理委員会  郵便投票制度利用  ３２－１２３３  伊東市大原２－１－１ 

 



難病医療費勁成制度の対象となる疾病一覧 1/3

自己免疫性後天性凝固第 X因子欠乏症    : 288 :
※自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症は、
指定難病288(自 己免疫性後天1生凝固因子欠乏症)へ統合しました。
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音声機能、言語機能又はそ

しゃく機能の喪失

身体障害者障害程度等級表（身体障害者福祉法施行規則別表第５号）

３級

１　視力の良い方の眼の視力が

0.04以上0.07以下のもの（2級の

2に該当するものを除く。）

２　視力の良い方の眼の視力が

0.08かつ他方の眼の視力が手動

弁以下のもの

３　周辺視野角度の総和が左右

眼それぞれ80度以下かつ両眼中

心視野角度が56度以下のもの

４　両眼解放視認点数が70点以

下かつ両眼中心視野視認点数が

40点以下のもの

４級

１　視力の良い方の眼の視

力が0.08以上0.1以下のもの

（3級の2に該当するものを

除く。）

２　周辺視野角度の総和が

左右眼それぞれ80度以下の

もの

３　両眼開放視認点数が70

点以下のもの

５級

１　視力の良い方の眼の視

力が0.2かつ他方の眼の視力

が0.02以下のもの

２　両眼による視野の2分

の1以上が欠けているもの

３　両眼中心視野角度が56

度以下のもの

４　両眼開放視認点数が70

点を超えかつ100点以下の

もの

５　両眼中心視野視認点数

が40点以下のもの

平衡機能の極めて著しい障害 平衡機能の著しい障害

両耳の聴力レベルが90デシベ

ル以上のもの（耳介に接しな

ければ大声語を理解し得ない

もの）

１　両耳の聴力レベルが80

デシベル以上のもの（耳介

に接しなければ話声語を理

解し得ないもの）

２　両耳による普通話声の

最良の語音明瞭度が50パー

セント以下のもの）

１　両耳の聴力レベルが70デ

シベル以上のもの（40センチ

メートル以上の距離で発声さ

れた会話語を理解し得ないも

の）

２　一側耳の聴力レベルが90

デシベル以上、他側耳の聴力

レベルが50デシベル以上のも

の

備考

１　同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。

２　肢体不自由においては、７級に該当する障害が２以上重複する場合は、６級とする。

３　異なる等級について２以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上位の等級とすることができる。

４　「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。

５　「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。

６　上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもって計測したものをいう。

７　下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。

音声機能、言語機能又

はそしゃく機能の障害

１級

視力の良い方の眼の視

力（万国式試視力表に

よって測ったものをい

い、屈折異常のある者

については、矯正視力

について測ったものを

いう。以下同じ。）が

0.01以下のもの

６級

視力の良い方の眼の視力が

0.3以上0.6以下かつ他方の

眼の視力が0.02以下のもの

７級

音声機能、言語機能又は

そしゃく機能の著しい障

害

２級

１　視力の良い方の眼の視力

が0.02以上0.03以下のもの

２　視力の良い方の眼の視力

が0.04かつ他方の眼の視力が手

動弁以下のもの

３　周辺視野角度（Ⅰ/4視標

による。以下同じ。）の総和

が左右眼それぞれ80度以下か

つ両眼中心視野角度（Ⅰ/２視

標による。以下同じ。）が28

度以下のもの

４　両眼開放視認点数が70点

以下かつ両眼中心視野視認点

数が20点以下のもの

両耳の聴力レベルがそれ

ぞれ100デシベル以上の

もの（両耳全ろう）

視

覚

障

害

障害別

聴

覚

又

は

平

衡

機

能

の

障

害

聴

覚

障

害

平衡機能

障害



上肢

１　両上肢のおや指又はひと

さし指を欠くもの

２　両上肢のおや指及びひと

さし指の機能を全廃したもの

３　一上肢の機能の著しい障

害

４　一上肢のすべての指を欠

くもの

５　一上肢のすべての指の機

能を全廃したもの

１　両上肢のおや指を欠くもの

２　両上肢のおや指の機能を全廃

したもの

３　一上肢の肩関節、肘関節又は

手関節のうち、いずれか一関節の

機能を全廃したもの

４　一上肢のおや指及びひとさし

指を欠くもの

５　一上肢のおや指及びひとさし

指も機能を全廃したもの

６　おや指又はひとさし指を含め

て一上肢の三指を欠くもの

７　おや指又はひとさし指を含め

て一上肢の三指の機能を全廃した

もの

８　おや指又はひとさし指を含め

て一上肢の四指の機能の著しい障

害

１　両上肢のおや指の機能の

著しい障害

２　一上肢の肩関節、肘関節

又は手関節のうち、いずれか

一関節の機能の著しい障害

３　一上肢のおや指を欠くも

の

４　一上肢のおや指の機能を

全廃したもの

５　一上肢のおや指及びひと

さし指の機能の著しい障害

６　おや指又はひとさし指を

含めて一上肢の三指の機能の

著しい障害

１　一上肢のおや指の機

能の著しい障害

２　ひとさし指を含めて

一上肢の二指を欠くもの

３　ひとさし指を含めて

一上肢の二指の機能を全

廃したもの

１　一上肢の機能の軽度の障

害

２　一上肢の肩関節、肘関節

又は手関節のうち、いずれか

一関節の機能の軽度の障害

３　一上肢の手指の機能の軽

度の障害

４　ひとさし指を含めて一上

肢の二指の機能の著しい障害

５　一上肢のなか指、くすり

指及び小指を欠くもの

６　一上肢のなか指、くすり

指及び小指の機能を全廃した

もの

１　両上肢の機能を

全廃したもの

２　両上肢を手関節

以上で欠くもの

１　両下肢のすべての指の機

能の著しい障害

２　一下肢の機能の軽度の障

害

３　一下肢の股関節、膝関節

又は足関節のうち、いずれか

一関節の機能の軽度の障害

４　一下肢のすべての指を欠

くもの

５　一下肢のすべての指の機

能を全廃したもの

６　一下肢が健側に比して3

センチメートル以上又は健側

の長さの20分の1以上短いも

の

体幹

体幹の機能障害によ

り坐っていることが

できないもの

１　体幹の機能障により坐

位又は起立位を保つことが

困難なもの

２　体幹の機能障害により

立ち上がることが困難なも

の

体幹の機能障害により歩行が

困難なもの

障害別 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１　両上肢の機能の著し

い障害

２　両上肢のすべての指

を欠くもの

３　一上肢を上腕の2分

の1以上で欠くもの

４　一上肢の機能を全廃

したもの

下肢

1　両下肢の機能を

全廃したもの

２　両下肢を大腿の

2分の1以上で欠くも

の

１　両下肢をショパール関節

以上で欠くもの

２　一下肢を大腿の2分の1以

上で欠くもの

３　一下肢の機能を全廃した

もの

１　両下肢のすべての指を欠

くもの

２　両下肢のすべての指の機

能を全廃したもの

３　一下肢を下腿の2分の1以

上で欠くもの

４　一下肢の機能の著しい障

害

５　一下肢の股関節又は膝関

節の機能を全廃したもの

６　一下肢が健側に比して10

センチメートル以上又は健側

の長さの10分の1以上短いもの

１　一下肢の股関節又は

膝関節の機能の著しい障

害

２　一下肢の足関節の機

能を全廃したもの

３　一下肢が健側に比し

て5センチメートル以上

又は健側の長さの15分の

1以上短いもの

１　一下肢をリスフラン

関節以上で欠くもの

２　一下肢の足関節の機

能の著しい障害

１　両下肢の機能の著し

い障害

２　両下肢を下腿の2分

の1以上で欠くもの

肢

体

不

自

由

体幹の機能の著しい障害



障害別 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

不随意運動・失調等によ

り社会での日常生活活動

に支障があるもの

不随意運動・失調等によ

り移動機能の劣るもの

下肢に不随意運動・

失調等を有するもの

不随意運動・失調等によ

り上肢の機能障害により

社会での日常生活活動に

支障があるもの

不随意運動・失調等によ

り上肢の機能の劣るもの

上肢に不随意運動・

失調等を有するもの

上

肢

機

能

移

動

機

能

肢

体

不

自

由

乳

幼

児

期

以

前

の

非

進

行

性

の

脳

病

変

に

よ

る

運

動

機

能

障

害

不随意運動・失調等に

より上肢を使用する日

常生活動作がほとんど

不可能なもの

不随意運動・失調等

により歩行が不可能

なもの

不随意運動・失調等によ

り上肢を使用する日常生

活動作が極度に制限され

るもの

不随意運動・失調等によ

り歩行が極度に制限され

るもの

不随意運動・失調等により上

肢を使用する日常生活動作が

著しく制限されるもの

不随意運動・失調等により歩

行が家庭内での日常生活活動

に制限されるもの

不随意運動・失調等によ

り上肢の機能障害により

社会での日常生活活動が

著しく制限されるもの

心

臓

、

じ

ん

臓

若

し

く

は

呼

吸

器

又

は

ぼ

う

こ

う

若

し

く

は

直

腸

、

小

腸

、

ヒ

ト

免

疫

不

全

ウ

イ

ル

ス

に

よ

る

免

疫

若

し

く

は

肝

臓

の

機

能

の

障

害

心

臓

機

能

障

害

じ

ん

臓

機

能

障

害

呼

吸

器

機

能

障

害

ぼ

う

こ

う

又

は

直

腸

機

能

障

害

小

腸

機

能

障

害

ヒ

ト

免

疫

不

全

ウ

イ

ル

ス

に

よ

る

免

疫

機

能

障

害

肝

臓

機

能

障

害

不随意運動・失調等によ

り社会での日常生活活動

が著しく制限されるもの

呼吸器の機能の障害により家

庭内での日常生活活動が著し

く制限されるもの

ぼうこう又は直腸の機能の障害

により家庭内での日常生活活動

が著しく制限されるもの

小腸の機能の障害により家庭

内での日常生活活動が著しく

制限されるもの

肝臓の機能の障害により日常生活活動が

著しく制限されるもの（社会での日常生

活活動が著しく制限されるものを除

く。）

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の

機能の障害により日常生活が著しく

制限されるもの（社会での日常生活

活動が著しく制限されるものを除

く。）

肝臓の機能の障害により日常

生活がほとんど不可能なもの

肝臓の機能の障害により

日常生活活動が極度に制

限されるもの

ヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫の機能の障害に

より日常生活が極度に制

限されるもの

呼吸器の機能の障害により自

己の身辺の日常生活活動が極

度に制限されるもの

ぼうこう又は直腸の機能の障

害により自己の身辺の日常生

活活動が極度に制限されるも

の

小腸の機能の障害により自己

の身辺の日常生活活動が極度

に制限されるもの

ヒト免疫不全ウイルス

による免疫の機能の障

害により日常生活がほ

とんど不可能なもの

じん臓の機能の障害により自

己の身辺の日常生活活動が極

度に制限されるもの

じん臓の機能の障害により家

庭内での日常生活活動が著し

く制限されるもの

じん臓の機能の障害によ

り社会での日常生活活動

が著しく制限されるもの

心臓の機能の障害により自己

の身辺の日常生活活動が極度

に制限されるもの

心臓の機能の障害により家庭

内での日常生活活動が著しく

制限されるもの

心臓の機能の障害により

社会での日常生活活動が

著しく制限されるもの

呼吸器の機能の障害によ

り社会での日常生活活動

が著しく制限されるもの

ぼうこう又は直腸の機能の障

害により社会での日常生活活

動が著しく制限されるもの

小腸の機能の障害により社

会での日常生活活動が著し

く制限されるもの

肝臓の機能の障害により社

会での日常生活活動が著し

く制限されるもの

ヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫の機能の障害に

より社会での日常生活活

動が著しく制限されるも

の
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